
問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内・☎85 2 9 5 8 ）

※ 粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚
160円）』を貼って出してください。

（１回につき 5品まで）

月の粗大ごみ収集２
申し込み　㈲登和清掃（☎88 0 2 0 0 ）
※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※ 電話のかけ間違いに十分注意してください。

（
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）
、
写

真
１
枚
（
正
面
上
半
身
無
帽
、
縦

4
×
横
3
㌢
㍍
、
直
近
3
カ
月
以

内
に
撮
影
）

問
い
合
わ
せ　

市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

 

（
☎
85
1
8
5
5
）

●

永
住
者

切
り
替
え
期
限

• 

平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
以
上

で
あ
っ
た
方
…
平
成
27
年
7
月
8

日
ま
で

• 
平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
未
満

で
あ
っ
た
方
で
、
16
歳
の
誕
生
日

が
平
成
27
年
7
月
8
日
ま
で
の
方

…
16
歳
の
誕
生
日
ま
で

• 

平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
未
満

で
あ
っ
た
方
で
、
16
歳
の
誕
生
日

が
平
成
27
年
7
月
9
日
以
降
の
方

…
平
成
27
年
7
月
8
日
ま
で

場 

所　

札
幌
入
国
管
理
局
、
同
出
張

所
問 

い
合
わ
せ　

札
幌
入
国
管
理
局
千

歳
苫
小
牧
出
張
所
苫
小
牧
分
室

（
☎
0
1
4
4
32
9
0
1
2
）

提 

出
方
法　

契
約
・
管
財
グ
ル
ー
プ

に
持
参
ま
た
は
郵
送

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
2
月
18
日
㈬
必

着
。

※ 
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
種
別
・
提
出
書
類

●
建
設
工
事
・
設
計
・
測
量
な
ど

• 

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
（ （
一
社
）
北
海
道

土
木
協
会
発
行
の
市
町
村
統
一
様

式
）

※ 

登
別
建
設
協
会
で
取
り
扱
っ
て
い

ま
す
。

• 

誓
約
書
（
市
指
定
様
式
）

• 

法
定
保
険
加
入
状
況
一
覧
表
（
市

指
定
様
式
）

• 

社
員
名
簿
（
市
指
定
様
式
）

●
物
品
購
入
・
小
規
模
修
繕
な
ど

• 

物
品
購
入
等
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
（
契
約
・
管
財
グ

ル
ー
プ
備
え
付
け
の
市
指
定
様
式
）

※ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※ 

小
規
模
修
繕
は
、
建
設
業
の
許
可

を
受
け
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
建
設
工
事
の
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
業
者
も
申
請
で
き
ま

す
。

問
い
合
わ
せ　

契
約
・
管
財
Ｇ

 

（
☎
85
1
1
8
4
）

期 

間　

2
月
2
日
㈪
〜
20
日
㈮

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

9
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時　

　

平
成
24
年
に
新
た
な
在
留
管
理
制

度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
外

国
人
登
録
証
は
特
別
永
住
者
証
明
書

ま
た
は
在
留
カ
ー
ド
に
切
り
替
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

●

特
別
永
住
者
（
市
内
居
住
の
方
）

切
り
替
え
期
限

• 

平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
以
上

で
あ
り
、
次
回
確
認
（
切
替
）
期

間
が
平
成
27
年
7
月
8
日
ま
で
の

方
…
平
成
27
年
7
月
8
日
ま
で

• 

平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
以
上

で
あ
り
、
次

回
確
認
（
切

替
）
期
間
が

平
成
27
年
7

月
9
日
以
降

の
方
…
次
回

確
認
（
切
替
）

期
間
の
始
期

と
な
る
誕
生

日
ま
で

• 

平
成
24
年
7
月
9
日
に
16
歳
未
満

で
あ
っ
た
方
…
16
歳
の
誕
生
日
ま

で
場 

所　

市
民
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
１
番
窓
口
）

持 

ち
物　

外
国
人
登
録
証
（
み
な
し

特
別
永
住
者
証
明
書
）
、
旅
券

平
成
27
・
28
年
度
の
建
設
工
事
・

物
品
購
入
等
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

外
国
人
登
録
証
の
切
り
替
え

地　区 収集期間 申込期間

富士町 2月 2日㈪～
2月 7日㈯　

１月19日㈪～
１月30日㈮　

柏木町 2月 9日㈪～
2月14日㈯　

１月26日㈪～
2月 6日㈮　

常盤町 2月16日㈪～
2月21日㈯　

2月 2日㈪～
2月13日㈮　

桜木町 2月23日㈪～
2月28日㈯　

2月 9日㈪～
2月20日㈮　

▲特別永住者証明書
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『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』
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取
得
届
、
印
鑑

※ 

年
金
手
帳
と
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
資
格
取
得
届
が
年
金
事
務

所
か
ら
届
い
て
い
る
場
合
、
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※ 

学
生
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
『
学
生
納

付
特
例
』
や
『
若
年
者
納
付
猶
予
』

な
ど
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
加
入

手
続
き
と
併
せ
て
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

 

（
☎
85
2
1
3
7
）

　

『
登
別
市
暴
力
団
の
排
除
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
案
）
』
に
つ
い
て
、

平
成
26
年
9
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で

意
見
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
、
7
件
の

意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
と
そ
れ
に
対
す

る
市
の
考
え
方
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
市
役
所

１
階
市
民
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、
市

民
会
館
、
市
立
図
書
館
、
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー

プ
に
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
つ
け
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

 

（
☎
85
2
1
3
9
）

　

国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
所
の
あ

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
方

が
加
入
し
、
お
互
い
を
支
え
合
う
制

度
で
す
。

　

老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
は
な
く
、

障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
の
備
え
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
20

歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
加
入
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

加
入
の
種
類

① 

第
１
号
被
保
険
者　

学
生
、
自
営

業
者
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
第
2
号
、

第
3
号
被
保
険
者
に
該
当
し
な
い

方
② 

第
2
号
被
保
険
者　

会
社
員
、
公

務
員
な
ど
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

の
加
入
者

③ 

第
3
号
被
保
険
者　

第
2
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

加 

入
手
続
き　

①
の
方
は
年
金
・
長

寿
医
療
グ
ル
ー
プ
や
各
支
所
、
③

の
方
は
第
2
号
被
保
険
者
の
勤
務

先
を
通
し
て
加
入
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

②
の
方
は
厚
生
年
金
な
ど
の
加
入

手
続
き
に
併
せ
て
行
い
ま
す
の
で
、

個
別
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

手 

続
き
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
、

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
資
格

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
公
募
）

の
実
施
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

20
歳
が
ス
タ
ー
ト
『
国
民
年
金
』

確定申告のお知らせ
室蘭税務署登別市

　『平成26年分の確定申告』の受け付け期間は次
のとおりです。
▶確定申告について
•所得税及び復興特別所得税
　期間　 2月16日㈪～ 3月16日㈪
　※還付申告は１月 5日㈪から受け付け。
•個人事業者の方の消費税及び地方消費税
　期間　 3月31日㈫まで
•贈与税
　期間　 2月 2日㈪～ 3月16日㈪
▶法定調書の提出について
　平成26年分の『給与所得の源泉徴収票等の法定
調書』および『給与所得の源泉徴収票等の法定調
書合計表』の提出は所管税務署長へ、『給与支払
報告書（個人別明細書・総括表）』および『退職
所得の特別徴収票』などの提出は受給者の住所地
の市町村長へそれぞれ区分して提出してください。
　また、法定調書はｅ
－Ｔａｘや光ディスク
などで税務署に提出す
ることができます。
提出期限　 2月 2日㈪
▶問い合わせ
法定調書関係は室蘭
税務署（管理運営部
門・☎㉒ 4 1 5 1 ）、給与支払報告書関係は税
務グループ（☎85 1 1 5 5 ）

　『平成26年分の所得税・復興特別所得税還付申
告』と『平成27年度市・道民税申告』の受け付け
期間は次のとおりです。
▶受付場所・月日

※ 所得税の納税が必要な方の確定申告の受け付け
期間は、 2月16日㈪から 3月16日㈪までです。
※ 申告により所得税の還付金が生じる方、市・道
民税の申告をする方は、 1月 6日㈫から申告を
することができます。書類がそろい次第、早め
にご申告ください。
※ 確定申告書は、国税庁ホームページの『確定申
告書等作成コーナー』で簡単に作成することが
でき、郵送または電子申告（ｅ－Ｔ

タ ッ ク ス

ａｘ）で提
出できます。
▶受付時間　 9時～11時30分、13時～16時30分
▶ 持ち物　前年の収入や各種控除に関する書類、
申告者名義の預金口座がわかるもの、印鑑など
▶ 問い合わせ　税務グループ（☎85 1 1 5 5 ）、
室蘭税務署（☎㉒ 4 1 5 1 ）

▲給与支払報告書

場　所 月　日 

市役所
税務グループ
（ 1階 6番窓口）

1月 6日㈫～20日㈫
（土・日曜日、祝日を除く）
2月22日㈰・ 3月 1日㈰

第 1会議室
（ 3階）

1月21日㈬～ 3月16日㈪
（土・日曜日、祝日を除く）

婦人センター 2月23日㈪・24日㈫
登別温泉ふれあいセンター 2月27日㈮
鷲別公民館 3月 2日㈪～ 4日㈬
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